
 

 

令和３年度 入札監視委員会議事概要 

防衛装備庁千歳試験場 

開催日及び場所 
令和３年９月２９日（水） 札幌第３合同庁舎４Ｆ 北海道防衛局第１・

第２会議室 

委     員 

 

 

 

阿座上 洋吉（経営学者） 

大浦 崇志（公認会計士） 

神谷 奈保子（大学客員教授） 

菊地 均 （大学名誉教授） 

津田 秀太郎（弁護士）               （５０音順） 

 
防衛省発注機関が締結する契約（建設工事等を除く。）に関する審議 

審議対象期間 令和２年４月１日 ～ 令和３年３月３１日 

審議対象件数 １６８件 

１．入札状況について（入札参加資格の設定、指名及び落札者決定の経緯等について） 

抽  出  件  数         ２件    

（審議概要） 

１ 契約状況の説明 

２ 抽出事案の概要説明 

３ 抽出事案の審議 

一 般 競 争 契 約       ２件   

指 名 競 争 契 約       ０件   

随  意  契  約         ０件   

 

 

○委員からの意見・質

問 

○それに対する回答等 

意 見 ・ 質 問 回     答 

【抽出案件】 
① ［１２段動翼他３品目］ 
・応札者が１者ですがその背景事情が

分かれば教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本件は「専用交換部品」の調達にな

るが、その部品の使用先である排気圧

縮機の調達先はＡ社なのか。それとも

別なのか。 

 

・過去に同じ排気圧縮機の専用交換部

品を同じＡ社から調達した実績はある

のか。 

 

・交換作業は落札者Ａ社が担当するの

か、それとも買った側の試験場が担当

するのか。 

 

・場合によっては取付作業の部分はＢ

社が担当するのか。 

 
 
・当初は公募による随意契約を計画

しており、契約予定相手方として想

定していた業者（Ａ社）と公募随契

の手続きを進めていたところ、Ａ社

のグループ会社（Ｂ社）が下請けに

参加することが分かったため、２者

が応札できる可能性があると判断し

一般競争入札に切り替えたが、結果

として入札に参加した業者は当初想

定していたＡ社のみであった。 

 

・別業者である。 

 

 

 

 

・初めての調達であるため、過去に

調達した実績はない。 

 

 

・Ａ社が担当する。 

  

 

 

・Ｂ社は担当しない。 

 



 

 

 

 

 

○委員からの意見・質

問 

○それに対する回答等 

 

 

意 見 ・ 質 問 回     答 

・当初はＡ社からしか調達できないの

ではと考えていた理由はなぜか。 

 

 

 

・今のところＡ社とＢ社ぐらいしか候

補としてはないということか。 

 

・予定価格策定にあたって、Ａ社から

見積書を取っているが、Ａ社以外から

見積書は取っていないという理解でよ

ろしいか。 

 

・Ｂ社から見積書を取ることは検討し

たのか。 

 

・予定価格策定上の「実績値引率」は

どのように設定するのか。 

 実績が無いのに実績値引率とはどう

いうことか。 

 

・取引ごとにもよるし、いつやるかに

もよるし、相手にもよって変わってく

る値だという理解でよろしいか。 

 

・実績値引率は公開される数字ではな

いという理解でよろしいか。 

 

 

②［エンジン高空性能試験装置の第一

種圧力容器の点検整備］ 

 

・本件の入札に参加したのは落札業者

（Ａ社）と競争相手方（Ｂ社）の２者

だと思われるが、Ｂ社の見積書は無い

のか。 

 

・案件２資料１５頁によると、「直近

３年の値引率の平均値を見積書提出の

あった業者２社のうち」と書いてある

が、この件からは見積書提出があった

のは業者２社と読めるがこれはどうい

うことか。 

 

・２回目の入札でＢ社は辞退している

が辞退の事情は把握しているか。 

 

・エンジン高空性能試験装置は、毎

年Ａ社と公募による随意契約で定期

点検を実施していたため、Ａ社から

しか調達できないと考えた。 

 

・そのとおりである 

 

 

・そのとおりである。 

 

 

 

 

・Ｂ社に対して見積書提出の要求を

したが提出されなかった。 

 

・物品の購入実績は無いがＡ社との

契約実績はあったので、業者との実

績値引率を採用した。 

 

 

・そのとおりである。 

 

 

 

・そのとおりである。 

 

 

 

 

 

 

・Ｂ社にも見積書提出の要求をした

が提出されなかった。 

 

 

 

・業者２社という記述は過去案件に

関する事情であり本件のものではな

い。 

 

 

 

 

・Ｂ社は、Ａ社が札入れした１回目

の最低入札価格より、金額を下げる

ことができなかったためと思われ

る。 

 

 



 

 

 

 

 

○委員からの意見・質

問 

○それに対する回答等 

 

 

意 見 ・ 質 問 回     答 

・点検整備の対象である第一種圧力容

器、蒸気発生供給装置、熱媒循環装置

の調達先はどちらか。 

また、調達時期はいつ頃か。 

 

・Ａ社から調達した機器ではあるもの

の、調達した機器の点検整備がＡ社に

しかお願いできないものではないとい

う理解でよろしいか。 

 

・今回の点検整備の発注は今回が初め

てになるのか。 

 

・平成３１年度の時はＡ社のみの１者

入札だったのか。 

・調達先は全てＡ社である。 

 調達時期は毎年５月から夏頃に契

約を行い納期は年度末である。 

 

 

・そのとおりである。 

  

 

 

 

・平成３１年度にも実施している。 

 

 

・Ａ社のみの１者入札である。 

 

 

委員会による意見の具

申又は勧告の内容 

・なし 
 

２．談合疑義案件の処理状況について 

談合疑義件数           ０件   （審議概要） 

・なし 

 

○委員からの意見・質問 

○それに対する回答等 

意 見・質 問 回   答 

・なし  

委員会による意見の具申又

は勧告の内容 

・なし 

３．再苦情処理（再説明請求回答） 

再苦情申立件数 

（再説明請求件数） 

 

０件  

（審議概要） 

・なし 

一 般 競 争 契 約 ０件    

指 名 競 争 契 約 ０件   

随  意  契  約 ０件   

 

○委員からの意見・質問 

○それに対する回答等 

意 見 ・ 質 問 回   答 

・なし  

委員会による意見の具申又

は勧告の内容 

・なし 

 

 

 

 

 

 


